
第８回
日本の次世代リーダー養成塾
公開講座の聴講生を募集

　今夏で８回目を迎える「日本の次世代リーダー
養成塾」の講義の中で、石倉洋子さんと多田克彦
さんの講義を特別公開します。
●日程　７月31日（日）
●時間／演題／講師
①9：00～10：30／「21世紀の世界、新しいビジ
ネス、新しいキャリア」／石倉洋子さん（慶應
義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授）
②13：45～15：15／「東日本大震災から復興に
向けて～リーダーのあり方と生き方」／多田克
彦さん（有限会社多田自然農場代表取締役）
＊いずれも20分前開場

●場所　グローバルアリーナ・松本安市記念道場
●募集定員　①②とも先着30人（高校生以上）
■申込方法　７月21日（木）9：00から、日本の次
世代リーダー養成塾公開講座係（市民活動交流
室内）☎（36）０３１１へ電話で申し込む

【講師プロフィール】
▽石倉洋子さん／専門は経営戦略。企業の社外取締役、ダボス会議の
ファカルティなども務める。主な著書に「グローバルキャリア」「世
界級キャリアのつくり方（共著）」など
▽多田克彦さん／岩手県遠野市の市職員を経て、1988年から農業を
開始。野菜と牛乳を主力商品とした完全有機、無農薬の生産を始め
る。14年前から日本で先駆けて産直店「遠野風の丘」を開業し、年
間100万人が訪れている

石倉洋子さん

多田克彦さん

（3） 平成23年7月15日 No.200行　政 むなかたタウンプレス

市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは情報政策課広報編集係☎0940（36）1055まで
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■問い合わせ先
▽国保医療課後期高齢者医療係

☎（36）１３４８
▽県後期高齢者医療広域連合
　　☎０９２（６５１）３１１１
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